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平成 27年 6月 22日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児玉 敏雄 殿 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

監事   仲川  滋 

監事   小長谷 公一 

 

 

平成 26年度監事の監査報告の提出について 
 
 

平成 27 年 6 月 18 日付け 27 原機（財）080 により依頼のありました標記の 
 件について、別添のとおり提出いたします。 

 

以 上 
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平成 27年 6月 22日 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児玉 敏雄 殿 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

監事   仲川  滋 

監事   小長谷 公一 

 

 

平成 26年度監事の監査報告の提出について 
 
 

平成 27 年 6 月 18 日付け 27 原機（財）080 により依頼のありました標記の 
 件について、別添のとおり提出いたします。 

 

以 上 
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監 査 報 告 
 
 独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第１９条第４項及び同法第３８条第

２項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「法人」という。）

の平成２６事業年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）の業務、事業報告

書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分及び損失の処理に関する書類(案)、
キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書並びにこれらの付属明細書）

及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結果を取りまとめたので、以下の

とおり報告します。 
 
Ⅰ 監査の方法及びその内容 

 各監事は、監査計画に基づき、理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門その

他の職員（以下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環

境の整備に努めるとともに、理事会議その他重要な会議に出席し、役職員等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、本部及び拠点等

において業務及び財産の状況を調査しました。また、役員（監事を除く。以下「役

員」という。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保す

るための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制シス

テム」という。）について、役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」とい

う。）について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適

切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から会社計算規則第１３１条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」

と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表

等の監査を行いました。 
 
Ⅱ 監査の結果 

１ 法人の業務は、もんじゅ及びＪＭＴＲにおける保安規定違反、並びにもんじゅ

において保安措置命令が解除されない事項を除き、法令等に従い適正に実施され、

また、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されていると認めま

す。 
２ 内部統制システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な

事項は認められません。 

－6－



－7－

３ 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認め

られません。 
４ 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 
５ 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 
６ 法人の業務に関する個別意見は別紙のとおりです。 

 

Ⅲ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた

監査事項についての意見 
 法人における、給与水準の状況、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、

法人の長の報酬水準、及び保有資産の見直し状況について、指摘すべき事項は認め

られません。 

 
 

平成２７年６月２２日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 
           

監 事  仲 川  滋   

 

監 事  小長谷  公一 
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別 紙 
法人の業務に関する個別意見 

 
１．機構改革の実施状況 
（１）もんじゅ改革 

平成 26 年 12 月に保安措置命令に対する報告書を提出したが、その後も保安規定

違反が指摘される等により、保安措置命令は解除されていない。保全計画の適正化

と品質マネジメントシステムの確実な実施のため、今後も継続した取り組みが必要

である。さらに、契約管理、予算執行管理、及び技術系職員の教育等についても改

善が必要である。 
（２）安全文化醸成活動、安全管理活動 

 安全文化醸成活動については、本部の指導の下各拠点等で実施されている。今後

も、職員等一人ひとりが「より安全に」「現状で満足しない」の活動に継続して取り

組むことを期待する。安全管理活動に関しては、各拠点等で計画を立てて実施して

いるが、さらに機構全体として事故等の水平展開を着実に実施することを期待する。 
 ＪＭＴＲの保安規定違反に関しては、必要な対策をとることを確認した。 

（３）業務改善  
 各部門等においては課室ごとに業務改善の活動が行われている。しかし、人件費

を共通経費としているためか、人件費に対するコスト意識が低いと感じられる。今

後、どのように業務を効率的に実施するか、検討していく必要があると考える。 
（４）Ｊ－ＰＡＲＣ改革 

 平成 25年 5月のハドロン実験施設の放射性物質漏えい事故に対するハード的対策

は完了し、安全意識を高める活動も安全ディビジョンを中心にＫＥＫ職員も含めて

実施されている。これらの活動は継続することが重要であり、今後も確実に継続実

施することを期待する。 
 

２．内部統制システム 
 リスクマネジメントを核とした内部統制システムの構築、整備及び運用について

は、前事業年度の監査報告に記載した課題は概ね改善されたものの、若干の修正、

改善すべき事項が残されている。内部統制システムの運用面においては、リスクマ

ネジメントを含めた内部統制の意義及び必要性について、多くの役職員等は理解し

行動したと感じるが、今後は全ての構成員の参加が必要である。 
 重要な経営リスクである経営資源のさらなる減少に対する対策、いわゆる選択と

集中が現状では十分とは言い難い。非常に難しい事項であるが、優先的に取り組む

べき問題である。 
 高経年化施設・設備については、拠点において更新計画の優先順位付けを行い、
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また、施設・設備の安全管理改善検討委員会で設備点検のガイドラインを定めて取

り組んでいるが、抜本的には経営資源の配分の中で検討すべき事項である。 
 

３．契約の状況 
 契約方法については、公平性・透明性・競争性を確保するため一般競争入札を原

則としているが、個別の契約では確実な業務実施、及び契約額の低減可能性の観点

も考慮して契約方法を決定する必要があると考える。さらに、必要により核セキュ

リティの観点も考慮すべきと考える。 
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また、施設・設備の安全管理改善検討委員会で設備点検のガイドラインを定めて取

り組んでいるが、抜本的には経営資源の配分の中で検討すべき事項である。

３．契約の状況

契約方法については、公平性・透明性・競争性を確保するため一般競争入札を原

則としているが、個別の契約では確実な業務実施、及び契約額の低減可能性の観点

も考慮して契約方法を決定する必要があると考える。さらに、必要により核セキュ

リティの観点も考慮すべきと考える。
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（参考）

平成２６年度実施監査日程

東海地区 

東海管理センター   平成 26年 12月 9、10、16日 

原子力科学研究所   平成 27年 5月 19、27、28日 

核燃料サイクル工学研究所 

J-PARC センター     

大洗研究開発センター   平成 26年 12月 24日、平成 27年 1月 14日 

平成 27年 5月 26日 

敦賀地区   

敦賀事業本部  平成 27年 1月 20、21、22日 

高速増殖原型炉もんじゅ  平成 27年 4月 14、15、16日 

原子炉廃止措置研究開発センター 

那珂核融合研究所    平成 26年 11月 18日 

平成 27年 4月 30日 

高崎量子応用研究所   平成 26年 11月 28日 

平成 27年 6月 5日 

関西光科学研究所    平成 26年 12月 3、4日 

  平成 27年 4月 22、23 日  

幌延深地層研究センター   平成 26年 10月 28、29日 

平成 27年 5月 21、22日 

東濃地科学センター   平成 26年 12月 3、4日 

 平成 27年 4月 30日、5月 1日 

人形峠環境技術センター   平成 26年 11月 6、7日 

平成 27年 4月 23、24日 

青森研究開発センター   平成 26年 11月 4、5日 

平成 27年 5月 20、21日 

運営管理組織等    平成 26年 10月 21、22、23 日 

平成 26年 11月 13日、平成 26年 12月 8日 

平成 27年 1 月 28、29日 

平成 27年 2月 9日 

平成 27年 4月 21日、平成 27年 4月 28日 

平成 27年 5月 7日、平成 27年 5月 14日 

ウィーン事務所     平成 26年 9月 3、4日 
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独立監査人の監査報告書 
 

平成 27年６月 16日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児 玉 敏 雄 殿 

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 薊   和 彦  ㊞ 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 冨 樫  高 宏  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 大 瀧  克 仁  ㊞ 

 
＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 39 条の規定に基づき、国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構（旧法人名 独立行政法人日本原子力研究開発機構）の平成 26 年４月１日か
ら平成 27年３月 31日までの第 10期事業年度のすべての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失の処理に関す
る書類（案）を除く財務諸表、すなわち、すべての勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別損益計算書、勘定
別キャッシュ・フロー計算書、勘定別行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

勘定別附属明細書（関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。）からな
る勘定別財務諸表並びに法人単位貸借対照表、法人単位損益計算書、法人単位キャッシュ・フロー計算書、
法人単位行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位附属明細書（関連公
益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。）からなる法人単位財務諸表につい
て監査を行った。 

 
財務諸表に対する国立研究開発法人の長の責任 
国立研究開発法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準

に準拠して財務諸表（すべての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）を除く。以
下同じ。）を作成し適正に表示することにある。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の

表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために国立研究開発法人の長が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。 
 
会計監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準
に準拠して監査を行った。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、
国立研究開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要

な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留意して計画される。 
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの
評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、国立研究開発法人の
長が採用した会計方針及びその適用方法並びに国立研究開発法人の長によって行われた見積りの評価も含め
全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、
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当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす国立研究開発法人の
長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を
含んでいる。なお、当監査法人が実施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない国立研究
開発法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べ
るものではない。 

 
監査意見 

当監査法人は、上記の一般勘定、電源利用勘定及び埋設処分業務勘定に係る各勘定別財務諸表並びに法人
単位財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構（旧法人名 独立行政法人日本原子力研究開発機構）の各勘定及び法
人単位の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
＜利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書

に対する報告＞ 
当監査法人は、通則法第 39 条の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（旧法人名 独

立行政法人日本原子力研究開発機構）の平成 26年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの第 10期事業年度
の各勘定に係る利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び
各勘定に係る勘定別決算報告書及び法人単位決算報告書について監査を行った。なお、事業報告書について監

査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載
部分である。ただし、当監査法人は、第１期事業年度から第６期事業年度及び第８期事業年度から第 10期事
業年度に会計監査人に選任されたので、事業報告書に記載されている事項のうち第７期事業年度の会計に関
する部分は、前任会計監査人の監査を受けた財務諸表に基づき記載されている。 
 

利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する国立研究開発法人の長の
責任 

国立研究開発法人の長の責任は、法令に適合した利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）を作成す
ること、財政状態及び運営状況を正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って決算の状

況を正しく示す決算報告書を作成することにある。 
 
会計監査人の責任 

当監査法人の責任は、利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、
事業報告書（会計に関する部分に限る。）が財政状態及び運営状況を正しく示しているか並びに決算報告書が

予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告することにある。 
 
利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に
対する報告 

当監査法人の報告は次のとおりである。 

(1) 各勘定に係る利益の処分及び損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 
(2) 事業報告書（第７期事業年度を除く各事業年度の会計に関する部分に限る。）は、国立研究開発法人日
本原子力研究開発機構（旧法人名 独立行政法人日本原子力研究開発機構）の財政状態及び運営状況を正
しく示しているものと認める。 

(3) 各勘定に係る勘定別決算報告書及び法人単位決算報告書は、国立研究開発法人の長による予算の区分

に従って決算の状況を正しく示しているものと認める。 
 
利害関係 

国立研究開発法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 
 
 

以 上 
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